
2-2　産業廃棄物と一般廃棄物
法では、まず産業廃棄物を定義し、それ以外の廃棄物を一般廃棄物として、産業廃棄物と一般廃棄
物に大別している（法第 2条第 2項及び第 4項。図2.1参照）。
産業廃棄物、一般廃棄物の判断フローを図2.2に示す。

一般廃棄物と産業廃棄物では、その処理の責任や区域が異なっている。一般廃棄物は市町村に統括
的処理責任（P16表2.1参照）があり、市町村の区域内での処理を原則としている。一方、産業廃棄
物は事業者自らに処理責任があり、都道府県境を越えた広域移動も認められている。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物であって、表2.1に示すように20種類に分類され
る。ここでいう「事業活動」とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、オフィス、商店等
の商業活動や、水道事業、学校等の公共的事業も含めた広義の概念としてとらえられている。
また、産業廃棄物には量的な規定がないので、個人事業者等の事業規模が小さい者から排出される
場合や、1回の排出量が極めて少量な場合であっても、表2.1に該当する廃棄物は産業廃棄物となる。
経済活動の発展に伴って廃棄物の組成も複雑になってきており、産業廃棄物は分類された20種類の

産 業 廃 棄 物（事業活動に伴って生じた廃棄物で表2.1に掲げる20種類及び輸入された廃棄物）

廃 棄 物
特別管理産業廃棄物
（爆発性、毒性、感染性のある廃棄物等で第3章の表1.1に掲げるもの）

一 般 廃 棄 物 事業系一般廃棄物
（事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のもの）

家庭系一般廃棄物
（一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物）

特別管理一般廃棄物
（廃家電製品に含まれるPCB使用部品、廃水銀、ごみ処理施設の集
　じん施設で集められたばいじん等、感染性一般廃棄物）

◆図2.1　廃棄物の分類
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廃棄物

一般廃棄物

事業活動から
発生しているか

産廃の種類に
該当するか

業種限定され
ているか

業種に該当す
るか 産業廃棄物

Yes Yes Yes Yes

No No No No

◆図2.2　産業廃棄物・一般廃棄物の判断フロー
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一つだけに該当するとは限らなくなってきている。例えば、「廃油性塗料」は「廃油」と「廃プラスチッ
ク類」の混合物に、「廃自動車」は「金属くず」と「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」
及び「廃プラスチック類」等の混合物としてとらえることができる。
産業廃棄物には、あらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがある。表2.1の「⑴
燃え殻」～「⑿ばいじん」の12種類の廃棄物は、製造工程において排出されるものから製品の使用
後に廃棄されるものまで、すべてが産業廃棄物である。一方、「⒀紙くず」～「⒆動物の死体」の 7
種類の廃棄物については、特定の事業活動に伴って排出される場合のみ産業廃棄物に該当する。言い
換えれば「⒀紙くず」～「⒆動物の死体」は、その排出元の業種が限定されている（「業種限定」の
ある）産業廃棄物である。
例えば、製紙工場から排出される紙くずや食料品製造業から排出される動植物性残さは産業廃棄物
になるが、商店や病院等から排出される紙くずやレストラン等から排出される残飯類は一般廃棄物と
なるので取扱いに注意する必要がある。
なお、貨物の流通のために使用したパレットや PCB が付着した紙くず、木くずは、業種に関係な
く産業廃棄物となる。
また、事業活動に伴って排出される廃棄物であっても一般廃棄物に該当するものを、法に定められ
た用語ではないが「事業系一般廃棄物」と呼んでいる。主な事業系一般廃棄物としては、前述のほか、
園芸サービス業から排出される剪

せん

定
てい

枝
し

、枯葉類等があげられる。
産業廃棄物と一般廃棄物の概念は、元来、人の日常生活から排出される廃棄物で、環境汚染等の問
題が少なく、市町村の処理能力で十分に処理可能なものを一般廃棄物とし、事業活動から生ずる廃棄
物で、量的・質的に環境汚染の原因となり得るものを産業廃棄物としている。つまり、法的にはまず
産業廃棄物を定義してそれ以外のものを一般廃棄物としているが、実際には市町村の処理体制や見解
によって取扱いが異なる場合もある。その代表的なものとして、飲料容器（びん、缶、ペットボトル）、
弁当がらがあげられる。これらの廃棄物は、種類としてはガラスくず、金属くず、廃プラスチック類
に該当し、あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物となるものであるが、「事業活動に伴う」といえるか
どうかなどが問題となる場合も多いので、具体的な取扱いについては事業活動を行う区域を管轄する
市町村に相談する必要がある。
なお、外国から輸入された廃棄物は、その発生源や性状にかかわらず、産業廃棄物である。ただし、
次のものは除かれる。
①　航行廃棄物： 船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物であって、船舶内・航空機内の乗組員や

乗客等の日常生活に伴って生じたごみ、し尿等
②　携帯廃棄物： 日本に入国する者が携帯する廃棄物であって、入国する者の外国における日常生活

に伴って生じたごみ等
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◆表2.1　産業廃棄物の種類と具体例
種　　　類 具　　　体　　　例

あ
ら
ゆ
る
事
業
活
動
に
伴
う
も
の

⑴　燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃掃出物、その他の焼却残さ

⑵　汚　泥
排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法に
よる余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車
場汚泥、建設汚泥等

⑶　廃　油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッ
チ等

⑷　廃　酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
⑸　廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液

⑹　廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず（廃タイヤを含む）等、固形状・
液状のすべての合成高分子系化合物

⑺　ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
⑻　金属くず 鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等

⑼　ガラスくず、コンクリートく
ず及び陶磁器くず

ガラス類（板ガラス等）、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、イ
ンターロッキングブロックくず、レンガ破片、セメントくず、モルタルくず、
スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード等

⑽　鉱さい 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等

⑾　がれき類 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト
破片その他これらに類する不要物

⑿　ばいじん
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、 DXN対策特別措置法に定める特
定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施
設によって集められたもの

特
定
の
事
業
活
動
に
伴
う
も
の

⒀　紙くず
建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去により生じたもの）、パル
プ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工
業から生ずる紙くず

⒁　木くず
建設業に係るもの（範囲は紙くずと同じ）、木材・木製品製造業（家具製造
業を含む）、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生ずる木
材片、おがくず、バーク類等
貨物の流通のために使用したパレット等（あらゆる事業活動に伴うものが該当）

⒂　繊維くず 建設業に係るもの（範囲は紙くずと同じ）、衣服その他の繊維製品製造業以
外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず

⒃　動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業及び香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、
醸造かす、発酵かす、魚及び獣の内臓等あら等の固形状の不要物

⒄　動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形
状の不要物

⒅　動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
⒆　動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体

⒇　以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの（13号廃棄物と呼ばれて
いる。例えばコンクリート固型化物）

※資料集 P28「Ⅱ―１　産業廃棄物の種類（例示）」参照
※本文及び当表の「業種」は原則として日本標準産業分類による。
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2-3　特別管理廃棄物
法では、「産業廃棄物」及び「一般廃棄物」のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は

生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で規定しているものをそれぞ
れ「特別管理産業廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」として区分している（「第 3 章　特別管理産業廃
棄物概論　1-1　特別管理産業廃棄物の定義」表1.1P176参照）。
具体的には、揮発油のような燃焼性の廃油、 pH2.0以下の廃酸、 pH12.5以上の廃アルカリ、血液が
付着しているチューブ等の感染性産業廃棄物、 PCB廃棄物、廃水銀等、廃石綿等や基準値を超える
重金属等を含んだ特定有害産業廃棄物がある。
特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、特に注意して取り扱わなければなら
ないもので、普通の産業廃棄物とは処理基準が別に定められ、処理業の許可も区別されている。
そのため、普通の産業廃棄物許可業者は特別管理産業廃棄物は取り扱えないし、特別管理産業廃棄
物許可業者は普通の産業廃棄物は取り扱えない。このことから、排出事業者は自社からの廃棄物が何
に該当するかを的確に判断し、その廃棄物を処理できる許可業者に委託する必要がある。
また、特別管理産業廃棄物の生ずる事業場を設置している事業者は、事業場ごとに特別管理産業廃
棄物管理責任者の設置が義務付けられている（法第12条の 2第 8項）。

3 産業廃棄物処理の現状と問題点
3-1　産業廃棄物の処理の現状
産業廃棄物処理の現状の概要を以下に示す（産業廃棄物の排出及び処理状況等　http://www.env.
go.jp/recycle/waste/sangyo.html、産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可に関する状
況　http://www.env.go.jp/recycle/waste/kyoninka.html を参照）。
①　全国の産業廃棄物の総排出量は、約 3億 7 千万 t（令和 3 年度速報値）で令和 2年度実績から約
300万ｔ減少した。平成21年度からは、ほぼ横ばいの状況が続いている（参考：一般廃棄物は約4,100
万 t で推移している）。

②　業種別では、電気・ガス・熱供給・水道業（下水道業を含む）、農林業、建設業で総排出量の約
69％を占めている。
③　種類別では、汚泥、動物のふん尿、がれき類で総排出量の約81％を占めている。
④　処理状況としては、総排出量の約53％が再生利用、約44％が脱水・焼却等により減量化され、残
る約 2％が最終処分されている。再生利用の内訳は、直接再生利用が約20％、中間処理後に再生利
用されるのが約33％となっている（図3.1参照）。
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5 処理基準
5-1　産業廃棄物の処理基準
処理業者が行う産業廃棄物の処理には、廃棄物を適正に処理するという法の目的から、排出事業者
が行う産業廃棄物の収集・運搬及び処分の基準である施行令第 6条に定められているものと同一の
処理基準が適用される（法第14条第12項（特別管理産業廃棄物は法第14条の 4第12項））。
以下に、産業廃棄物に係る主な処理基準を示す（資料集 P48「Ⅲ― 1　産業廃棄物の収集運搬基準」
～ P71「Ⅲ― 4　産業廃棄物の処分（海洋投入処分）基準」参照）。
（１）産業廃棄物の収集運搬基準

産業廃棄物の収集・運搬に当たっては、次によること。
①　産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
②　収集・運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な
措置を講ずること。
③　産業廃棄物の収集・運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるお
それのないように必要な措置を講ずること。
④　運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭
が漏れるおそれのないものであること。
⑤　石綿含有産業廃棄物※1、水銀使用製品産業廃棄物※2の収集・運搬を行う場合は、石綿含有産
業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物を破砕することのないような方法により、かつ、その他の物
と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集・運搬すること。

※ 1： 石綿含有産業廃棄物：工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量

の0.1％を超えて含有するもの

※ 2： 水銀使用製品産業廃棄物：水銀若しくはその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったもので環

境省令で定めるもの

⑥　運搬車を用いて産業廃棄物の収集・運搬を行う場合の基準
産業廃棄物の収集・運搬を行う場合には、産業廃棄物の収集運搬車である旨等を運搬車の車体
の両側面に表示し、かつ、その運搬車に必要事項を記載した書面を備え付けなければならない。
運搬車の車体に表示する内容及び備え付ける書面を表5.1に示す。
自己の産業廃棄物を自ら運搬する排出事業者については、表示する内容や備え付ける書面に違
いがある。
なお、表示する内容のうち、収集運搬業者の氏名又は名称については、原則として許可証に記
載された氏名又は名称と同じものを表示することとし、許可証に記載された氏名又は名称が容易
に想像できないような略号や屋号だけの表示等は認められない（図5.1参照）。
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⑦　船舶を用いて産業廃棄物の収集・運搬を行う場合の基準
「⑥運搬車を用いて産業廃棄物の収集・運搬を行う場合の基準」とほぼ同内容の基準が規定さ
れている（資料集 P48「Ⅲ― 1　産業廃棄物の収集運搬基準」参照）。

◆表5.1　車体に表示する内容及び備え付ける書面（施行規則第７条の２の２）
排出事業者 産業廃棄物収集運搬業者

表示方法 ・運搬車の車体の両側面に鮮明に表示
・識別しやすい色の文字で表示

車体への表示内容 ①　産業廃棄物の収集運搬車であること
②　氏名又は名称

①　産業廃棄物の収集運搬車であること
②　氏名又は名称
③　許可番号（下６桁）

文字の大きさ 上記①　　　→　140ポイント（おおむね縦横50㎜）以上の大きさの文字及び数字
上記②、③　→　 90ポイント（おおむね縦横30㎜）以上の大きさの文字及び数字

備え付ける書面

以下の内容を記載した書面

①　許可証の写し
②　以下の書類のいずれか
ア　紙マニフェストの場合
→交付されたマニフェスト

イ　電子マニフェストの場合
→・電子マニフェストの使用を証する

書面（加入証）の写し（施行規則
第８条の31）

・以下の内容を記載した書面あるい
は電子データ（内容を容易に表示
できること。通信による方法も可）

・氏名又は名称及び住所
・運搬する産業廃棄物の種類及び数量
・積載日
・積載した事業場の名称、所在地、連絡先
・運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先

・運搬する産業廃棄物の種類及び数量
・委託者の氏名又は名称
・積載日
・積載した事業場の名称、連絡先
・運搬先の事業場の名称、連絡先

出典：東京都パンフレットを一部修正

【良い表示の記載例】

【悪い表示の記載例】

産業廃棄物収集運搬車
株式会社　○×産業

○産 収集運搬車 
○△商事 

産業廃棄物の収集運搬車両である旨が明確、正
式な氏名又は名称、許可番号下６桁（許可業者
のみ）が表示されている。

産業廃棄物の収集運搬車両である旨が不明確で

あり、氏名又は名称が屋号のみの表示で、許可

番号が下３桁で不適切な表示である。

第123456号

第123号

◆図5.1　運搬車両の表示の記載例
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